
第

二

千

三

百

四

十

二

号

平

成

二

十

四

年

五

月

一

日

(

火
曜
日)

目

次

告

示

○
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
居
宅
介
護
事
業
者
等

の
指
定

(

地
域
福
祉
国
保
課)

二
八
二
ペ
ー
ジ

○
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

二
八
三

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

二
八
四

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

二
八
四

公

示

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(
高
齢
福
祉
課)

二
八
四

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(
同

)

二
八
五

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
の
取
消
し

(

同

)

二
八
六

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

(

同

)

二
八
六

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

二
八
六

○
介
護
保
険
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定

(

同

)
二
八
七

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

(

同

)
二
八
七

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

(

同

)

二
八
八

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
の
取
消
し

(

同

)

二
八
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

(

商
業
流
通
課)

二
八
九

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

(

同

)

二
八
九

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
整
備
課)

二
八
九

○
海
津
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

(

都
市
政
策
課)

二
八
九

○
養
老
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

(

同

)

二
九
〇

○
建
築
基
準
法
に
規
定
す
る
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
で
定
め
る

事
項
の
区
域
区
分
の
変
更
案
の
縦
覧

(

建
築
指
導
課)

二
九
〇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

二
九
一

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

同

)

二
九
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

(

可
茂
農
林
事
務
所)

二
九
五

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

同

)

二
九
五

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

下
呂
農
林
事
務
所)

二
九
六

平成24年５月１日 岐 阜 県 公 報 第２３４２号( 281 )
�

�
岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日



��
岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
号

生
活
保
護
法(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介

護
扶
助
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法

律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保

護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅

介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の

促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も

の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第２３４２号 岐 阜 県 公 報 平成24年５月１日 ( 282 )

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

指

定

年

月

日

株

式

会

社

和

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
一
三

一
七
―
一

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
な
ご

み

揖
斐
郡
大
野
町
公
郷
七
九

平
成
二
三
・
一
二
・

一

株

式

会

社

成

瀬

中
津
川
市
中
津
川
二
九
九

二

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
花
の
里

中
津
川
市
中
津
川
二
九
八

八
―
一

同

株

式

会

社

成

瀬

中
津
川
市
中
津
川
二
九
九

二

介
護
予
防

通
所
介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
花
の
里

中
津
川
市
中
津
川
二
九
八

八
―
一

同

社
会
福
祉
法
人
恒
仁
会

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町

四
―
二
二

通
所
介
護

オ
ー
ク

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町

四
―
二
二

同

社
会
福
祉
法
人
恒
仁
会

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町

四
―
二
二

介
護
予
防

通
所
介
護

オ
ー
ク

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町

四
―
二
二

同

社
会
福
祉
法
人
恒
仁
会

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町

四
―
二
二

短
期
入
所

生
活
介
護

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

オ
ー

ク

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町

四
―
二
二

同

社
会
福
祉
法
人
恒
仁
会

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町

四
―
二
二

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

オ
ー

ク

各
務
原
市
那
加
前
洞
新
町

四
―
二
二

同

医
療
法
人
鹿
野
ク
リ
ニ
ッ
ク

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
白
木

二
―
七
七

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

き
た
が
た
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
白
木

二
―
七
七

同

医
療
法
人
鹿
野
ク
リ
ニ
ッ
ク

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
白
木

二
―
七
七

介
護
予
防

通
所
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

き
た
が
た
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー

本
巣
郡
北
方
町
高
屋
白
木

二
―
七
七

同

医

療

法

人

晋

斉

会

中
津
川
市
付
知
町
二
七
一

一
―
一

訪
問
看
護

み

お

医

院

中
津
川
市
付
知
町
二
七
一

一
―
一

同



岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
当
該
介
護
機
関
を
廃

止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促

進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の

と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平成24年５月１日 岐 阜 県 公 報 第２３４２号( 283 )

医

療

法

人

晋

斉

会

中
津
川
市
付
知
町
二
七
一

一
―
一

介
護
予
防

訪
問
看
護

み

お

医

院

中
津
川
市
付
知
町
二
七
一

一
―
一

同

医

療

法

人

晋

斉

会

中
津
川
市
付
知
町
二
七
一

一
―
一

居
宅
療
養

管
理
指
導

み

お

医

院

中
津
川
市
付
知
町
二
七
一

一
―
一

同

医

療

法

人

晋

斉

会

中
津
川
市
付
知
町
二
七
一

一
―
一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

み

お

医

院

中
津
川
市
付
知
町
二
七
一

一
―
一

同

社
会
医
療
法
人
蘇
西
厚
生
会

羽
島
郡
笠
松
町
泉
町
一
一

居
宅
介
護

支
援
事
業

松
波
総
合
病
院
居
宅
介
護
支
援

事
業
所

羽
島
郡
笠
松
町
泉
町
一
三

―
一

同

社
会
福
祉
法
人
新
生
会

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
一
五

〇
一

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

も
や
い
の

家

瑞
穂

瑞
穂
市
本
田
二
〇
五
〇
―

一

平
成
二
三
・
一
二
・

六

社
会
福
祉
法
人
新
生
会

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
一
五

〇
一

介
護
予
防

認
知
症
対

応
型
共
同

生
活
介
護

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

も
や
い
の

家

瑞
穂

瑞
穂
市
本
田
二
〇
五
〇
―

一

同

社
会
福
祉
法
人
新
生
会

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
一
五

〇
一

認
知
症
対

応
型
通
所

介
護

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー

も

や
い
の
家

瑞
穂

瑞
穂
市
本
田
二
〇
五
〇
―

一

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名

称

指
定
居
宅
介
護
事
業
所
等

の
所
在
地

廃

止

年

月

日

株
式
会
社
イ
ー
ビ
ー
エ
ー
サ
ー

ビ
ス

愛
知
県
小
牧
市
北
外
山
一

八
五
四
―
一

短
期
入
所

生
活
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

ま
つ
さ
か

の
憩

多
治
見
市
松
坂
町
一
―
一

三
―
一

平
成
二
三
・
一
二
・
三
一

株
式
会
社
イ
ー
ビ
ー
エ
ー
サ
ー

ビ
ス

愛
知
県
小
牧
市
北
外
山
一

八
五
四
―
一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

ま
つ
さ
か

の
憩

多
治
見
市
松
坂
町
一
―
一

三
―
一

同



一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
七

号 路
線
名

本
巣
市
根
尾
市
場
字
馬
坂
三

五
九
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

三

五
七
番
五
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

一
般
国
道

道
路
の
種
類

百
五
十
七

号 路
線
名

事
業
所
の
名
称

本
巣
市
根
尾
市
場
字
馬
坂
三
七
七

番
一
地
先
か
ら

同

市
同

字
同

三
五
九

番
一
地
先
ま
で

区

間

事

業

所

の

所

在

地
��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成
��･�･� 供

用
開
始

の
期
日

指

定

年
月
日

平
成
��･�･��平成��･�･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四
十

一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
一
号
の
規
定
に

よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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株
式
会
社
イ
ー
ビ
ー
エ
ー
サ

ー
ビ
ス

愛
知
県
小
牧
市
北
外
山
一

八
五
四
―
一

短
期
入
所

生
活
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

い
わ
む
ら

の
憩

恵
那
市
岩
村
町
七
三
〇
―

二

同

株
式
会
社
イ
ー
ビ
ー
エ
ー
サ

ー
ビ
ス

愛
知
県
小
牧
市
北
外
山
一

八
五
四
―
一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ

い
わ
む
ら

の
憩

恵
那
市
岩
村
町
七
三
〇
―

二

同

社
会
福
祉
法
人

み
ど
り
福
祉
会

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
あ
ん
き
の
家

細
畑

岐
阜
県
岐
阜
市
細
畑
三
丁
目
一

六
番
八
号

短
期
入
所

生
活
介
護

平
成

二
四
・

三
・

一



事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

事
業
所
の
名
称

事

業

所

の

所

在

地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

廃

止

年
月
日

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
十

八
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

平成24年５月１日 岐 阜 県 公 報 第２３４２号( 285 )

合
同
会
社
い
ち

ご合
同
会
社
い
ち

ご有
限
会
社
そ
ば

の
花

有
限
会
社
大
垣

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

野
原
電
研
株
式

会
社

野
原
電
研
株
式

会
社

株
式
会
社

Ｊ

ａ
ｐ
ａ
ｎ

ｗ

ｅ
ｌ
ｌ
―
ｂ
ｅ

ｉ
ｎ
ｇ

社
会
福
祉
法
人

誠
広
会

社
会
福
祉
法
人

愛
燦
会

株
式
会
社
な
わ

社
会
福
祉
法
人

浩
仁
会

合
同
会
社
い
ち

ご合
同
会
社
い
ち

ごデ
イ
サ
ー
ビ
ス

そ
ば
の
花

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
太
陽

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
・
柚
子
養
老

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・

柚
子
養
老

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
・

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー
わ
お
ん

地
域
密
着
型
指

定
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所

や
す
ら
ぎ
の
里

川
部
苑
新
館

長
寿
の
里
・
海

津
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ

ホ
ノ
カ
デ
イ
サ
ー

ビ
ス
セ
ン
タ
ー

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

セ
ン

ト
・
ケ
ア
お
お

岐
阜
県
羽
島
市
正
木
町
大
浦
新

田
五
丁
目
四
三
番
地
一

岐
阜
県
羽
島
市
正
木
町
大
浦
新

田
五
丁
目
四
三
番
地
一

岐
阜
県
本
巣
郡
北
方
町
平
成
一

丁
目
三
二
番
地

岐
阜
県
大
垣
市
北
方
町
二
丁
目
―

七
九
―
一

岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
船
附
字

大
割
田
一
四
二
一
番
地

岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
船
附
字

大
割
田
一
四
二
一
番
地

岐
阜
県
大
垣
市
加
賀
野
五
丁
目

二
四
番
地
一

岐
阜
県
岐
阜
市
川
部
三
丁
目
一

九
番
地
一

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
境
字
石

割
七
〇
―
一

岐
阜
県
本
巣
市
小
柿
七
一
三
番

地岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
一

九
〇
番
地
一

福
祉
用
具

貸
与

特
定
福
祉

用
具
販
売

通
所
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

通
所
介
護

通
所
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

通
所
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

二

平
成

二
四
・

三
・
二
〇

平
成

二
四
・

三
・
二
五

平
成

二
四
・

三
・
二
七

平
成

二
四
・

三
・
二
七

社
会
福
祉
法
人

浩
仁
会

社
会
福
祉
法
人

浩
仁
会

社
会
福
祉
法
人

新
生
会

社
会
福
祉
法
人

新
生
会

のシ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
・
ホ
ー
ム

セ
ン
ト
・
ケ
ア

お
お
の

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
Ｉ
Ｂ

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー
白
鳥

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー
白
鳥

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
一

九
〇
番
地
一

岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
長
良

六
五
七
番
地
一

岐
阜
県
揖
斐
郡
池
田
町
白
鳥
三

八
六
番
地

岐
阜
県
揖
斐
郡
池
田
町
白
鳥
三

八
六
番
地

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

短
期
入
所

生
活
介
護

通
所
介
護

平
成

二
四
・

三
・
二
七

平
成

二
四
・

三
・
二
七

平
成

二
四
・

三
・
三
〇

平
成

二
四
・

三
・
三
〇

有
限
会
社
中
村

商
事

特
定
非
営
利
活

動
法
人
サ
ポ
ー

ト
な
ご
み

ユ
ニ
ー
株
式
会

社

ビ
ジ
ョ
ン

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な

ご
み
介
護
サ
ー

ビ
ス

ア
ピ
タ
大
垣
店

｢
ら
く
ら
く

岐
阜
県
各
務
原
市
蘇
原
青
雲
町

五
―
三
四

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原

町
二
丁
目
一
一
九
番
地

岐
阜
県
大
垣
市
林
町
六
―
八
〇
―

二
一
ア
ピ
タ
大
垣
店

介
護
用

福
祉
用
具

貸
与

訪
問
介
護

特
定
福
祉

用
具
販
売

平
成

二
四
・

一
・
一
四

平
成

二
四
・

二
・
二
九

平
成

二
四
・

二
・
二
九



株
式
会
社
日
本

ラ
イ
フ
サ
ー
ビ

ス 事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

へ
ル
パ
ー
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

に
じ

事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町

四
―
二
五
九
―
一
メ
ゾ
ン
Ｍ
Ａ

一
〇
一

事

業

所

の

所

在

地

訪
問
介
護

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
四
・

二
・
二
九

取

消

年
月
日

特
定
非
営
利
活

動
法
人
ラ
イ
フ

・
タ
ク
ト

岐
阜
県
柔
道
整

復
師
協
同
組
合

め
ぐ
み
の
農
業

協
同
組
合

社
会
福
祉
法
人

柊
和
会

事
業
者
の
名
称

な
で
し
こ
居
宅

介
護
支
援
事
業

所岐
阜
県
柔
道
整

復
師
協
同
組
合

寺
田
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

Ｊ
Ａ
め
ぐ
み
の

み
た
け
居
宅
介

護
支
援
事
業
所

居
宅
介
護
支
援

事
業
所
か
り
や

ど 事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
岐
阜
市
安
食
志
良
古
二

六
番
地
九
九

高
山
市
片
野
町
六
丁
目
四
三
二

番
地
五

岐
阜
県
可
児
郡
御
嵩
町
御
嵩
三

五
八
―
一

岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
黒
田

四
一
九
番
地
三

事

業

所

の

所

在

地

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

居
宅
介
護

支
援

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

指

定

年
月
日

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
の
取
消
し

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四

十
一
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
条
第
三

号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四

十
六
条
第
一
項
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
八
十
五
条
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定
居
宅

介
護
支
援
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
八
十

五
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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特
定
非
営
利
活

動
法
人

ア
ガ

ぺ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

土
岐

愛
岐
産
業
株
式

会
社

愛
岐
産
業
株
式

会
社

有
限
会
社
貴
富

サ
ポ
ー
ト
コ
ー

ナ
ー｣

め
ぐ
み
の
家

愛
岐
産
業
株
式

会
社

愛
岐
産
業
株
式

会
社

お
た
し
ゃ
百
寿

品
売
場
内

岐
阜
県
土
岐
市
泉
町
久
尻
字
篭

田
四
一
二
番
地
一

岐
阜
県
岐
阜
市
東
川
手
五
丁
目

一
一
番
地

岐
阜
県
岐
阜
市
東
川
手
五
丁
目

一
一
番
地

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町

四
丁
目
一
一
二
番
地

通
所
介
護

福
祉
用
具

貸
与

特
定
福
祉

用
具
販
売

通
所
介
護

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・
一
〇

平
成

二
四
・

三
・
一
〇

平
成

二
四
・

三
・
一
五



社
会
福
祉
法
人

仁
愛
会

社
会
福
祉
法
人

井
ノ
口
会

開
設
者
の
名
称

有
限
会
社
福
祉

サ
ポ
ー
ト
は
じ

め
の
い
っ
ぽ

事
業
者
の
名
称

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

フ
ロ
ー

レ
川
合

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

す
い

と
大
垣

施
設
の
名
称

居
宅
介
護
支
援

は
じ
め
の
い
っ

ぽ 事
業
所
の
名
称

岐
阜
県
可
児
市
川
合
七
九
三
―

一岐
阜
県
大
垣
市
北
方
町
五
丁
目

二
五
番
地
一

施

設

の

所

在

地

岐
阜
県
羽
島
郡
笠
松
町
長
池
三

八
六
番
地
の
八

事

業

所

の

所

在

地

福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス

福
祉
施
設

サ
ー
ビ
ス

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護

支
援

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・
二
〇

指

定

年
月
日

平
成

二
四
・

三
・
二
九

廃

止

年
月
日

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

事
業
所
の
名
称

事

業

所

の

所

在

地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

指

定

年
月
日

○
介
護
保
険
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
第
四

十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
三
条
第
一
号
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法

第
五
十
三
条
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十
五
条
の
十

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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社
会
福
祉
法
人

み
ど
り
福
祉
会

合
同
会
社
い
ち

ご合
同
会
社
い
ち

ご有
限
会
社
そ
ば

の
花

有
限
会
社
大
垣

ケ
ア
サ
ー
ビ
ス

野
原
電
研
株
式

会
社

野
原
電
研
株
式

会
社

株
式
会
社

Ｊ

ａ
ｐ
ａ
ｎ

ｗ

ｅ
ｌ
ｌ
―
ｂ
ｅ

ｉ
ｎ
ｇ

社
会
福
祉
法
人

誠
広
会

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
あ
ん
き
の
家

細
畑

合
同
会
社
い
ち

ご合
同
会
社
い
ち

ごデ
イ
サ
ー
ビ
ス

そ
ば
の
花

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
太
陽

シ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
・
柚
子
養
老

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

・
柚
子
養
老

デ
イ
サ
ー
ビ
ス

・
リ
ハ
ビ
リ
セ

ン
タ
ー
わ
お
ん

地
域
密
着
型
指

定
短
期
入
所
生

活
介
護
事
業
所

や
す
ら
ぎ
の
里

川
部
苑
新
館

岐
阜
県
岐
阜
市
細
畑
三
丁
目
一

六
番
八
号

岐
阜
県
羽
島
市
正
木
町
大
浦
新

田
五
丁
目
四
三
番
地
一

岐
阜
県
羽
島
市
正
木
町
大
浦
新

田
五
丁
目
四
三
番
地
一

岐
阜
県
本
巣
郡
北
方
町
平
成
一

丁
目
三
二
番
地

岐
阜
県
大
垣
市
北
方
町
二
丁
目

―
七
九
―
一

岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
船
附
字

大
割
田
一
四
二
一
番
地

岐
阜
県
養
老
郡
養
老
町
船
附
字

大
割
田
一
四
二
一
番
地

岐
阜
県
大
垣
市
加
賀
野
五
丁
目

二
四
番
地
一

岐
阜
県
岐
阜
市
川
部
三
丁
目
一

九
番
地
一

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

介
護
予
防

特
定
福
祉

用
具
販
売

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・

二

平
成

二
四
・

三
・
二
〇



事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

特
定
非
営
利
活

動
法
人
サ
ポ
ー

ト
な
ご
み

ユ
ニ
ー
株
式
会

社特
定
非
営
利
活

動
法
人

ア
ガ

ぺ
ケ
ア
セ
ン
タ

ー
土
岐

愛
岐
産
業
株
式

会
社

愛
岐
産
業
株
式

会
社

事
業
者
の
名
称

又

は

氏

名

事
業
所
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な

ご
み
介
護
サ
ー

ビ
ス

ア
ピ
タ
大
垣
店

｢

ら
く
ら
く

サ
ポ
ー
ト
コ
ー

ナ
ー｣

め
ぐ
み
の
家

愛
岐
産
業
株
式

会
社

愛
岐
産
業
株
式

会
社

事
業
所
の
名
称

事

業

所

の

所

在

地

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原

町
二
丁
目
一
一
九
番
地

岐
阜
県
大
垣
市
林
町
六
―
八
〇

―
二
一
ア
ピ
タ
大
垣
店

介
護

用
品
売
場
内

岐
阜
県
土
岐
市
泉
町
久
尻
字
篭

田
四
一
二
番
地
一

岐
阜
県
岐
阜
市
東
川
手
五
丁
目

一
一
番
地

岐
阜
県
岐
阜
市
東
川
手
五
丁
目

一
一
番
地

事

業

所

の

所

在

地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

介
護
予
防

訪
問
介
護

介
護
予
防

特
定
福
祉

用
具
販
売

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

福
祉
用
具

貸
与

介
護
予
防

特
定
福
祉

用
具
販
売

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

取

消

年
月
日

平
成

二
四
・

二
・
二
九

平
成

二
四
・

二
・
二
九

平
成

二
四
・

三
・

一

平
成

二
四
・

三
・
一
〇

平
成

二
四
・

三
・
一
〇

廃

止

年
月
日

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
廃
止

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
指
定

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
当
該
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
百
十
五
条
の
十
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
介
護
保
険
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
指
定
の
取
消
し

介
護
保
険
法(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第
百
十
五
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
同
法

第
五
十
三
条
第
一
項
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
百
十

五
条
の
十
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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社
会
福
祉
法
人

愛
燦
会

株
式
会
社
な
わ

社
会
福
祉
法
人

浩
仁
会

社
会
福
祉
法
人

浩
仁
会

社
会
福
祉
法
人

浩
仁
会

社
会
福
祉
法
人

新
生
会

社
会
福
祉
法
人

新
生
会

長
寿
の
里
・
海

津
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ

ホ
ノ
カ
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
セ
ン
タ

ー特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム

セ
ン

ト
・
ケ
ア
お
お

のシ
ョ
ー
ト
ス
テ

イ
・
ホ
ー
ム

セ
ン
ト
・
ケ
ア

お
お
の

特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
Ｉ
Ｂ

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー
白
鳥

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン

タ
ー
白
鳥

岐
阜
県
海
津
市
南
濃
町
境
字
石

割
七
〇
―
一

岐
阜
県
本
巣
市
小
柿
七
一
三
番

地岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
一

九
〇
番
地
一

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
一

九
〇
番
地
一

岐
阜
県
揖
斐
郡
揖
斐
川
町
長
良

六
五
七
番
地
一

岐
阜
県
揖
斐
郡
池
田
町
白
鳥
三

八
六
番
地

岐
阜
県
揖
斐
郡
池
田
町
白
鳥
三

八
六
番
地

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

短
期
入
所

生
活
介
護

介
護
予
防

通
所
介
護

平
成

二
四
・

三
・
二
五

平
成

二
四
・

三
・
二
七

平
成

二
四
・

三
・
二
七

平
成

二
四
・

三
・
二
七

平
成

二
四
・

三
・
二
七

平
成

二
四
・

三
・
三
〇

平
成

二
四
・

三
・
三
〇



株
式
会
社
日
本

ラ
イ
フ
サ
ー
ビ

ス

へ
ル
パ
ー
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

に

じ

岐
阜
県
各
務
原
市
鵜
沼
朝
日
町

四
―
二
五
九
―
一
メ
ゾ
ン
Ｍ
Ａ

一
〇
一

介
護
予
防

訪
問
介
護

平
成

二
四
・

二
・
二
九

県
営
湛
水
防
除
事
業

事

業

の

種

類

桑

原

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

平
成
二
四
・

三
・
二
一

工
事
完
了
年
月
日

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称

ユ
ニ
ー
株
式
会
社

有
限
会
社
タ
ク
ミ

二

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ピ
ア
ゴ
可
児
店

可
児
市
中
恵
土
二
一
二
五
番
地

外

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
よ
る
意
見
書
に
関
す
る
件

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模

小
売
店
舗
設
置
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
の
概
要
を
公
示

す
る
。

な
お
、
そ
の
意
見
書
は
平
成
二
十
四
年
五
月
一
日
か
ら
一
月
間
岐
阜
県
商
工
労
働
部
商
業
流
通
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

建
物
の
名
称
及
び
所
在
地

ヒ
マ
ラ
ヤ
可
児
店

可
児
市
今
渡
字
池
下
一
一
七
八
番
一

外

二

意
見
の
概
要

意
見
な
し(

届
出
事
項

変
更)

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
海
津
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
都
市
計
画
の
案

を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岐
阜
県
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類

海
津
都
市
計
画

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

平成24年５月１日 岐 阜 県 公 報 第２３４２号( 289 )



三

都
市
計
画
案
の
縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
海
津
市
建
設
部
都
市
計
画
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
四
年
五
月
九
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日
ま
で

五

注
意
事
項

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地)

を

記
載
す
る
こ
と
。

ま
た
、
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
市
町
村
が
、
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域
が

存
す
る
市
町
村
と
異
な
る
場
合
は
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
対
し
て
有
す
る
利
害
関
係
の
内
容
に
つ

い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。

○
養
老
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
の

規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
当
該
都
市
計
画
の
案

を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岐
阜
県
に
意
見
書
を
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

都
市
計
画
の
種
類

養
老
都
市
計
画

都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
の
方
針

二

都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域

都
市
計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

三

都
市
計
画
案
の
縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
都
市
政
策
課
及
び
養
老
町
産
業
建
設
部
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
二
十
四
年
五
月
九
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
五
月
二
十
三
日
ま
で

五

注
意
事
項

意
見
書
に
は
、
氏
名
及
び
住
所(

法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地)

を

記
載
す
る
こ
と
。

ま
た
、
住
所
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
の
市
町
村
が
、
都
市
計
画
を
定
め
る
土
地
の
区
域
が

存
す
る
市
町
村
と
異
な
る
場
合
は
、
当
該
都
市
計
画
の
案
に
対
し
て
有
す
る
利
害
関
係
の
内
容
に
つ

い
て
も
記
載
す
る
こ
と
。

○
建
築
基
準
法
に
規
定
す
る
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
で
定
め
る
事
項
の
区
域
区
分
の
変
更

案
の
縦
覧

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

に
基
づ
き
次
に
掲
げ

る
事
項
の
区
域
区
分
の
変
更
を
し
た
い
の
で
、
次
の
と
お
り
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岐
阜
県
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。平

成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
で
定
め
る
事
項

１

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
容
積
率
の
限
度

２

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
前
面
道
路
の
幅
員
が
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る

建
築
物
の
容
積
率
の
限
度

３

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
建
ぺ
い
率
の
限
度

４

法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
隣
地
境
界
線
か
ら
の
距
離
に
対
す
る
建
築
物
の

高
さ
の
限
度

５

法
別
表
第
三
に�
欄
五
の
項
に
規
定
す
る
前
面
道
路
か
ら
の
距
離
に
対
す
る
建
築
物
の
高
さ
の
限

度

二

区
域
区
分
の
変
更
を
行
う
市

海
津
市

三

区
域
区
分
の
変
更
を
行
う
土
地
の
区
域

計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域
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四

案
の
縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
建
築
指
導
課
及
び
海
津
市
建
設
部
都
市
計
画
課

五

縦
覧
期
間

平
成
二
十
四
年
五
月
九
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
三
日
ま
で

○
建
築
基
準
法
に
規
定
す
る
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
で
定
め
る
事
項
の
区
域
区
分
の
変
更

案
の
縦
覧

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

に
基
づ
き
次
に
掲
げ

る
事
項
の
区
域
区
分
の
変
更
を
し
た
い
の
で
、
次
の
と
お
り
案
を
公
衆
の
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
案
に
つ
い
て
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
岐
阜
県
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
る
。平

成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
で
定
め
る
事
項

１

法
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
容
積
率
の
限
度

２

法
第
五
十
二
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
前
面
道
路
の
幅
員
が
十
二
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る

建
築
物
の
容
積
率
の
限
度

３

法
第
五
十
三
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
建
ぺ
い
率
の
限
度

４

法
第
五
十
六
条
第
一
項
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
隣
地
境
界
線
か
ら
の
距
離
に
対
す
る
建
築
物
の

高
さ
の
限
度

５

法
別
表
第
三
に�
欄
五
の
項
に
規
定
す
る
前
面
道
路
か
ら
の
距
離
に
対
す
る
建
築
物
の
高
さ
の
限

度

二

区
域
区
分
の
変
更
を
行
う
町

養
老
町

三

区
域
区
分
の
変
更
を
行
う
土
地
の
区
域

計
画
図
書
に
お
い
て
表
示
す
る
区
域

四

案
の
縦
覧
場
所

岐
阜
県
都
市
建
築
部
建
築
指
導
課
及
び
養
老
町
産
業
建
設
部
建
設
課

五

縦
覧
期
間

平
成
二
十
四
年
五
月
九
日
か
ら
同
年
五
月
二
十
三
日
ま
で

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

田
鶴
境
土

地
改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

佐

々

公

道

海
津
市
南
濃
町
田
鶴

一
〇
〇
番
地

同

伊

関

正

同

境

二
五
九
一
番
地

同

志

水

茂

同

田
鶴

六
〇
〇
番
地

同

水

谷

寿

之

同

一
七
六
番
地

同

安

達

憲

正

同

一
四
七
番
地
二

同

水

谷

保

同

三
四
五
番
地

同

伊

藤

正

成

同

五
四
五
番
地

同

鷲

野

知

樹

同

五
七
八
番
地
二

同

水

谷

繁

海
津
市
南
濃
町
境

二
六
七
五
番
地

同

伊

関

光

浩

同

二
九
一
九
番
地

同

瀬

古

明

司

同

一
〇
番
地

同

伊

藤

富

太

同

一
四
二
四
番
地

同

水

谷

勝

美

海
津
市
南
濃
町
吉
田

一
九
五
番
地

同

渡

邉

昇

同

一
五
〇
七
番
地

同

鈴

木

和

彦

海
津
市
南
濃
町
太
田

一
三
一
番
地
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監
事

伊

藤

弘

康

同

境

二
九
六
八
番
地
二

同

安

達

重

仁

同

田
鶴

三
四
三
番
地

同

加

藤

健

二

同

五
二
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

田
鶴
境
土

地
改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

志

水

茂

海
津
市
南
濃
町
田
鶴

六
〇
〇
番
地

同

浅

野

吉

嗣

同

一
七
五
番
地

同

伊

藤

隆

夫

同

三
四
八
番
地

同

安

達

富

同

三
八
〇
番
地
一

同

古

川

和

樹

同

五
四
八
番
地

同

鷲

野

元

彦

同

五
九
五
番
地

同

伊

藤

秀

昭

同

五
八
三
番
地

同

伊

藤

良

美

海
津
市
南
濃
町
境

八
番
地

同

伊

関

正

同

二
五
九
一
番
地

同

水

谷

恒

同

二
五
五
一
番
地

同

伊

藤

光

行

同

一
六
六
二
番
地
一

同

伊

藤

富

太

同

一
四
二
四
番
地

同

岡

田

好

文

海
津
市
南
濃
町
吉
田

一
〇
三
四
番
地

同

水

谷

善

丸

同

一
九
六
番
地

監
事

伊

藤

勝

広

海
津
市
南
濃
町
田
鶴

一
八
二
番
地
二

同

鷲

野

光

信

同

四
二
一
番
地

同

伊

藤

弘

康

海
津
市
南
濃
町
境

二
九
六
八
番
地
二

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
祖

父
江
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事

佐

竹

静

夫

養
老
郡
養
老
町
祖
父
江

一
一
四
八
番
地

同

佐

竹

利

一

同

一
一
三
一
番
地
一

同

川

瀬

清

次

同

二
一
八
六
番
地
二

同

佐

竹

博

同

二
一
七
七
番
地
一

同

佐

竹

正

孝

同

二
二
九
八
番
地
二

監
事

川

瀬

清

同

一
一
八
六
番
地
一

同�
木

重

信

同

二
一
一
〇
番
地

同

安

福

弘

典

同

一
〇
五
二
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
祖

父
江
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
理
事�
木

幸

夫

養
老
郡
養
老
町
祖
父
江
一
〇
七
二
番
地
一

同

古

川

健

治

同

一
一
八
六
番
地
四

同

佐

竹

利

一

同

一
一
三
一
番
地
一

同

川

瀬

勇

同

二
一
六
九
番
地

同�
木

浩

己

同

一
一
九
〇
番
地
三

監
事

安

福

正

紀

同

二
一
五
二
番
地

同

高

木

栄

二

同

一
一
八
五
番
地
二

同

高

木

治

男

同

一
〇
八
二
番
地

第２３４２号 岐 阜 県 公 報 平成24年５月１日 ( 292 )



○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

色
目
川
沿

岸
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

佐

竹

輝

雄

養
老
郡
養
老
町
祖
父
江
一
一
三
一
番
地
二

平
成
��･�･�
同�
木

數

馬

同

大
坪

二
〇
〇
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

色
目
川
沿

岸
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事�
野

菊

二

養
老
郡
養
老
町
大
坪

二
〇
一
番
地
一

同

大

橋

憲

一

同

祖
父
江
一
一
三
四
番
地
一

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
河

北
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

木

村

政

明

養
老
郡
養
老
町
橋
爪

一
一
三
六
番
地
一

同

安

福

勝

同

一
一
九
一
番
地

同

日
比
野

富
士
男

養
老
郡
養
老
町
豊

三
二
番
地
一

同

長

澤

和

雄

同

橋
爪

六
五
四
番
地
二

同

堀�
雄

同

宇
田

二
六
〇
番
地
一

同

三

宅

順

之

同

八
一
七
番
地

同

佐

竹

正

則

養
老
郡
養
老
町
色
目

五
二
六
番
地

同��
孝

男

同

飯
田

三
〇
五
番
地

同

田

中

敏

同

一
四
九
番
地

監
事

大

岡

晴

一

養
老
郡
養
老
町
橋
爪

一
二
三
六
番
地

同

森

川

鐘

二

同

宇
田

五
〇
七
番
地

同

大

橋

一

郎

同

飯
田

一
三
四
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
河

北
土
地
改

良
区

平
成
��･�･�
理
事

木

村

政

明

養
老
郡
養
老
町
橋
爪

一
一
三
六
番
地
一

同

安

福

勝

同

一
一
九
一
番
地

同

高�
敏

彦

養
老
郡
養
老
町
中

一
二
一
番
地

同

日
比
野

繁

實

同

豊

一
四
番
地
二

同

堀�
雄

同

宇
田

二
六
〇
番
地
一

同

野

村

鋭

治

同

五
五
八
番
地

同

佐

竹

正

則

養
老
郡
養
老
町
色
目

五
二
六
番
地

同

藤

井

忠

敬

同

飯
田

一
六
九
番
地

同

田

中

一

昭

同

三
〇
八
番
地

監
事

大

岡

晴

一

養
老
郡
養
老
町
橋
爪

一
二
三
六
番
地

同

三

宅

稔

同

宇
田

六
五
二
番
地

同�
木

薫

同

飯
田

三
一
四
番
地
四

平成24年５月１日 岐 阜 県 公 報 第２３４２号( 293 )



○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
高

田
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

小

野

俊

男

養
老
郡
養
老
町
高
田

五
八
四
番
地

同

小

野

長

榮

同

一
〇
二
八
番
地
三

同

近

藤

由

明

養
老
郡
養
老
町
烏
江

二
九
八
番
地
八

同

小

野

義

美

同

高
田

五
八
九
番
地
二

同

佐

藤

正

之

同

押
越

八
〇
一
番
地

同

細

川

策

衛

同

高
田

四
三
〇
番
地

同

伊

藤

幸

男

同

三
五
六
番
地

同

安

田

信

由

同

六
四
六
番
地

同

小

野

正

光

同

五
五
五
番
地

同

川

瀬

幸

男

同

一
〇
三
二
番
地
一

同

川

瀬�
博

同

一
〇
九
六
番
地

同

上

田

均

同

一
〇
八
一
番
地

同

細

川

清

美

養
老
郡
養
老
町
上
之
郷

二
二
八
番
地

監
事

平

井

金

吾

同

烏
江

一
三
三
一
番
地
一

同

伊

藤

勝

美

同

高
田

三
七
〇
番
地
二

同

久
保
田

八

郎

同

岩
道

二
一
一
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
高

田
土
地
改

良
区

平
成
��･�･�
理
事

野

村

永

一

養
老
郡
養
老
町
高
田

四
〇
九
番
地

同

小

野

長

榮

同

一
〇
二
七
番
地
三

同

小

野

正

光

同

五
五
五
番
地

同

森

川

守

夫

同

八
一
一
番
地
一

同

野

村

正

美

養
老
郡
養
老
町
押
越

六
三
一
番
地
一

同

中

村

昇

同

高
田

五
七
〇
番
地
一

同

藤

井

好

夫

同

五
二
二
番
地
二

同�
田

悟

同

五
二
八
番
地
二

同

川

瀬

幸

男

同

一
〇
三
二
番
地
一

同

川

瀬�
博

同

一
〇
九
六
番
地

同

上

田

均

同

一
〇
八
一
番
地

同

平

井

金

吾

養
老
郡
養
老
町
烏
江

一
三
三
一
番
地
一

同

西

脇

逸

雄

同

西
岩
通

七
六
番
地

監
事

伊

藤

勝

美

同

高
田

三
七
〇
番
地
二

同�
木

正

夫

同

烏
江

九
二
三
番
地
二

同

川

口

和

男

同

上
之
郷

九
九
番
地

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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室

原

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
四
・

四
・
一
九

認

可

年

月

日

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
小

坪
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

伊

藤

克

養
老
郡
養
老
町
大
巻

五
八
二
〇
番
地
一

同

山

田

常

夫

同

五
四
六
三
番
地
八

同

伊

藤

良

海
津
市
南
濃
町
駒
野

八
七
一
番
地

同

山

田

年�
養
老
郡
養
老
町
大
巻

五
四
七
〇
番
地

同

加

藤

信

夫

同

五
四
六
五
番
地
二

同

水

谷

芳

隆

同

五
六
六
七
番
地
一

同

片

山

勝

海
津
市
南
濃
町
駒
野

一
〇
七
九
番
地
一

監
事

七

里

善

孝

養
老
郡
養
老
町
大
巻

五
五
六
〇
番
地
二

同

七

里

栄

同

五
五
一
五
番
地
二

同

伊

藤

茂

弘

海
津
市
南
濃
町
羽
沢

二
八
二
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

養
老
町
小

坪
土
地
改

良
区

平
成
��･�･�
理
事

山

田

常

夫

養
老
郡
養
老
町
大
巻

五
四
六
三
番
地
八

同

山

田

治

明

同

五
五
二
一
番
地

同

伊

藤

衛

海
津
市
南
濃
町
駒
野

八
六
三
番
地
三

同

方

野

政

俊

養
老
郡
養
老
町
大
巻

五
四
七
三
番
地

同

水

谷

芳

隆

同

五
六
六
七
番
地
一

同

加

藤

信

夫

同

五
四
六
五
番
地
二

同�
木

和

彦

海
津
市
南
濃
町
奥
条

八
四
番
地
一

監
事

加

藤

弘

美

養
老
郡
養
老
町
大
巻

二
二
七
三
番
地

同

七

里�
同

五
五
六
一
番
地
二

同

山

田

義

男

海
津
市
南
濃
町
羽
沢

一
六
三
七
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
土
地
改
良
区
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

可
児
土
地

改
良
区

平
成
��･�･�
監
事

玉

置

裕

可
児
市
下
恵
土

二
三
七
三
番
地

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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可

児

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

平
成
二
四
・

五
・

一

認

可

年

月

日

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
五
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

萩
原
町
羽

根
土
地
改

良
区

平
成
��･�･��
理
事

二

村

金

吾

下
呂
市
萩
原
町
羽
根

二
三
〇
〇
番
地

同

中

川

元

宏

同

一
二
六
一
番
地

同

今

井�
同

三
四
九
番
地

同

都

竹

久

直

同

二
七
七
番
地

同

二

村

正

博

同

四
八
六
番
地
二

同

桂

川

久

一

同

七
二
二
番
地

同

都

竹

文

也

同

一
二
〇
六
番
地

同

桂

川

幾

郎

同

二
三
〇
九
番
地
一

同

桂

川

忠

敬

同

一
五
二
九
番
地
二

同

今

井

正

行

同

二
四
八
九
番
地
一

監
事

桂

川

覚

同

二
三
二
五
番
地

同

西

田

富

夫

同

九
六
三
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

萩
原
町
羽

根
土
地
改

良
区

平
成
��･�･�
理
事

二

村

金

吾

下
呂
市
萩
原
町
羽
根

二
三
〇
〇
番
地

同

中

川

元

宏

同

一
二
六
一
番
地

同

高

田

直

行

同

一
〇
三
番
地

同

都

竹

久

直

同

二
七
七
番
地

同

桂

川

壽
太
郎

同

七
五
〇
番
地
二

同

桂

川

久

一

同

七
二
二
番
地

同

都

竹

三
己
也

同

九
二
三
番
地

同

桂

川

幾

郎

同

二
三
〇
九
番
地
一

同

二

村

強

同

一
五
六
七
番
地

同

今

井

正

行

同

二
四
八
九
番
地
一

監
事

桂

川

覚

同

二
三
二
五
番
地

同

都

竹

良

樹

同

一
一
八
一
番
地
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